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　　この統計調査結果で使用している統計表は、政府統計の総合窓口（e-Stat）の「統計データ新着情報」でご覧に

　なれます。【　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do　】

乳製品工場数をみると、牛乳等を

製造した工場が540工場、乳製品

を製造した工場が297工場となっ

ている。 注：割合の合計が100％とならない
　のは、四捨五入によるものである。

ると、牛乳処理場・乳製品工場666

工場のうち、２ｔ以上の牛乳処理

場・乳製品工場が42.3％、２ｔ未

満が57.7％となっている。

２ 平成21年１月から12月の間に牛

乳乳製品を製造した牛乳処理場・

平成22年７月８日公表

平成21年牛乳乳製品統計調査(基礎調査)結果の概要

　【調査結果の概要】

１ 平成21年12月の１日当たり生乳

処理量規模別の牛乳処理場・乳製

品工場割合（12月31日現在）をみ

単位：工場 

　牛乳処理場・乳製品工場数

（実数） 牛乳等 乳製品

全　国 666 540 297

注：１　「牛乳処理場・乳製品工場数（実数）」は、平成21年12月31日現在において経営している工場で

　　　ある（季節稼働も含む。）。

　　２　各製品別の工場数は、平成21年12月31日現在の工場のうち、当該１年間にそれぞれの製品を製造

　　　した工場数であり、牛乳処理場・乳製品工場数（実数）とは一致しない。

区　分

表　牛乳乳製品を製造した牛乳処理場・乳製品工場数（全国）(平成21年12月31日現在)
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図 12月の１日当たり生乳処理量規模別の牛乳処理場・

乳製品工場割合（全国）(平成21年12月31日現在)



【関連するデータ、情報】

　◎調査結果の利活用

　　　「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」で定められている１日当たりの生乳

　　処理量２トン以上の工場数等の目標値作成とその検証のための資料に利用されている。

　◎関連するデータ

　　牛乳及び乳製品の国内消費仕向量
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　　資料：　農林水産省食料安全保障課　『食料需給表』
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注：２ｔ未満には、「生乳を処理しない乳製品工場」も含む。
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３　常用従業者数規模別の工場数（全国）(平成21年12月31日現在)

４　牛乳乳製品の貯乳能力・生産能力（全国）(平成21年12月31日現在)
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注：飲用牛乳等を製造した工場数の内訳は各製品を製造した工場であり、内訳と合計は一致しない。

注：内訳は各製品を製造した工場であり、内訳と合計は一致しない。
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単位：kl

500ml 未満 500ml 以上 500ml 未満 500ml 以上

 276 467  16 298  6 106  43 862  188 322  21 879
 306 662  18 798  6 619  48 847  210 558  21 840

 25 957   118   153  3 326  19 408  2 952
 21 703  1 252   573  3 946  14 403  1 529
 8 191   733   92  1 860  5 026   480

 94 580  4 778  1 976  15 666  64 376  7 784
 31 146  2 952   304  4 604  20 573  2 713
 33 157  3 079   205  4 263  22 918  2 692
 20 547  1 517  1 465  2 458  13 927  1 180
 7 664   600   49  1 252  4 683  1 080

 31 582  1 252  1 288  5 697  21 876  1 469
 1 940   17   1   790  1 132 -
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【調査の概要】

１ 調査の目的

本調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する基礎的な実態を明らかにし、畜産行政の

ための資料とすることを目的とする。

２ 調査対象

全国のすべての乳製品工場及び牛乳処理場を調査対象としている。

ただし、アイスクリームのみを製造する乳製品工場のうち、年間生産量が５万リッ

トルに満たないものは除く。

３ 調査事項

(1) 事業所に属する事業体の経営組織及び常用従業者数

(2) 生乳の受乳量及び送乳量

(3) 生乳の牛乳等向け及び乳製品向け処理量

(4) 牛乳等の種類別生産量並びに飲用牛乳等の地域別出荷状況及び容器容量別生産量

(5) 乳製品の種類別生産量及び年末在庫量

(6) 生産能力

４ 調査期間

平成21年１月から12月までの１年間を調査期間とし、12月31日現在で実施した。

５ 調査方法

本調査は、農林水産大臣が委託した民間事業者が調査対象者に郵送により調査票を

配付、回収する方法で実施した。

６ 調査対象者数及び回収数

調査対象者数及び回収数は以下のとおり。

調査対象者数 回収数 回収率

666 666 100.0％

７ 集計方法

各工場別の調査結果の単純積み上げとした。

８ 目標（実績）精度

本調査においては、目標精度は設定していない。
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９ 用語の解説

(1) 乳製品工場

乳製品を製造する施設をいう。

ただし、アイスクリームのみを製造する工場は、年間製造量が５万リットル以上

の工場を対象とする。

(2) 牛乳処理場

生乳又は牛乳を処理して牛乳等を製造する施設であって、乳製品工場以外のもの

をいう。

(3) 経営組織

本調査では会社、農業協同組合（酪農業協同組合を含む）、個人・その他に分類

した。

(4) 生乳

搾乳したままの人の手を加えない乳用牛の乳をいう。

(5) 生乳処理量

牛乳等及び乳製品を製造するために仕向けた生乳の量等をいう。

(6) 常用従業者

役員、正社員、準社員、派遣、アルバイト、パート等に関わりなく、以下の①～

④のいずれかに該当する者をいう。

①期限を定めず、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われた（派遣された）者

②日々又は１ヶ月以内の期限で雇われた（派遣された）者のうち、その月とその前

月にそれぞれ18日以上雇われた（派遣された）者③人材派遣会社からの派遣従業者、

親企業等からの出向従業者などで、上記①、②に該当する者④重役、理事などの役

員又は事業主の家族のうち、常時勤務している者。

(7) 生乳の貯乳能力

牛乳処理場・乳製品工場における貯乳タンクの貯乳可能量をいう。

(8) 生産能力

牛乳処理場・乳製品工場における、各品目別の単位時間（１時間）当たり又は

バット（バターチャーン、チーズバット、濃縮機）当たりの最大生産可能量をいう。

(9) 牛乳等

飲用牛乳等に乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料を加えたものを総称して牛乳等と

いう。

(10) 飲用牛乳等

直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供す

る目的で販売する牛乳、加工乳及び成分調整牛乳をいう。

(11) 牛乳

生乳以外のものを混入することなく、直接飲用又はこれを原料とした食品の製造

若しくは加工の用に供する目的で乳等省令に定める成分規格並びに製造及び保存の

方法の基準に沿って製造されたものをいう。
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(12) 加工乳

生乳、牛乳若しくは特別牛乳（「特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設」で

生乳を処理して製造されたものをいう。本調査では、牛乳として扱うこととする。）

又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの（成分調整牛乳、低脂肪牛乳

（成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、乳脂肪分が0.5％以上

1.5％以下のものをいう。）、はっ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）をいう。

(13) 成分調整牛乳

生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。

(14) 乳飲料

生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した乳製品を主要原料

とした飲料で、乳及び乳製品以外のもの（ビタミン、カルシウム、果汁、コーヒー

等）を加えたものをいう。

(15) はっ酵乳

生乳及び乳製品を原料として、これを乳酸菌又は酵母ではっ酵させ、糊状又は液

状にしたものをいう。

(16) 乳酸菌飲料

生乳及び乳製品を原料として、これを乳酸菌又は酵母ではっ酵させ、糊状又は液

状にしたものを主原料として、これに水を加えて薄めた飲料をいう。

(17) 乳製品

粉乳、バター、クリーム、チーズ、れん乳及びアイスクリーム等をいい、本調査

では、全粉乳、脱脂粉乳、調製粉乳、バター、クリーム、チーズ、加糖れん乳、無

糖れん乳、脱脂加糖れん乳及びアイスクリームに区分した。

(18) 粉乳

本調査では全粉乳、脱脂粉乳、調製粉乳をいう。

(19) 全粉乳

生乳からほとんどすべての水分を除去して粉末状に乾燥したものをいう。

(20) 脱脂粉乳

無脂肪牛乳（成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、乳脂肪分

が0.5％未満のものをいう。）からほとんどすべての水分を除去して粉末状に乾燥し

たものをいう。

(21) 調製粉乳

生乳又は乳製品に、乳幼児に必要な栄養素及び母乳の組成に類似させるために必

要な栄養素を混和し、粉末状にしたものをいう。

(22) バター

生乳から分離した乳脂肪をかき混ぜることにより脂肪を塊状に集め、これをさら

に練り上げて成形したものをいう。

(23) クリーム

生乳から乳脂肪分以外の成分を除いたものをいう。

本調査では、製菓原料や家庭用として生産販売する目的で脂肪分離したものに限

定した。
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(24) チーズ

生乳及び生乳を原料とする製品を乳酸菌ではっ酵させ又は、生乳に酵素を加えて

できた凝乳から乳清（ホエイ）を除去したものをいう。

(25) 直接消費用ナチュラルチーズ

業務用（菓子原料用等）及び家庭用として直接販売されるナチュラルチーズ

をいう。

(26) れん乳

本調査では加糖れん乳、無糖れん乳、脱脂加糖れん乳をいう。

(27) 加糖れん乳

生乳に16～17％のしょ糖を加えて2.5分の１の割合で濃縮したものをいう。

(28) 無糖れん乳

生乳を真空で約2.1分の 1 ～ 2.5分の１の割合で濃縮し、均質操作を行い、缶詰充

てん後、高圧滅菌したものをいう。

(29) 脱脂加糖れん乳

生乳の乳脂肪分を除去したものに16～17％のしょ糖を加えて2.5分の１の割合で

濃縮したものをいう。

(30) アイスクリーム

生乳又は乳製品にしょ糖、香料、乳化剤等を加えてかくはんしながら凍結させた

もので、乳脂肪分８％以上のハードアイスクリームを対象とする。

(31) 容器包装別

本調査ではガラスびん、紙製容器（ポリエチレン加工紙）及びその他をいう。

(32) ガラスびん

着色していない透明なものであって、口径26㎜以上のものをいう。

(33) 紙製容器

防水加工を施したポリエチレン加工紙によって製造された容器をいい、ポリエチ

レン加工紙製容器包装という。

(34) その他

ガラスびん、ポリエチレン加工紙以外の容器包装をいう。
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10 全国農業地域

全国農業地域の表章区分は、以下のとおりである。

11 統計表の見方

表中に用いた記号は以下のとおりである。

「－」：事実のないもの

12 その他

この資料の詳細については、追って刊行する『平成21年 牛乳乳製品統計』に掲載す

る。

全国農業地域

北 海 道  北海道

東 北  青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

北 陸  新潟、富山、石川、福井

関 東 ・ 東 山  茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野

東 海  岐阜、静岡、愛知、三重

近 畿  滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 国  鳥取、島根、岡山、広島、山口

四 国  徳島、香川、愛媛、高知

九 州  福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

沖 縄  沖縄

所 属 都 道 府 県
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【ホームページ掲載案内】

○ 各種農林水産統計調査結果は、農林水産省ホームページ中の統計情報でご覧い

ただけます。

【 http://www.maff.go.jp/j/tokei/ 】

この結果の分野別分類は「作付面積・生産量、家畜の頭数など」、品目別分類

は「畜産」に分類しています。

【関連リンク】

畜産関係ページ：農林水産省＞生産＞畜産部ホームページ

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/index.html

畜産統計（平成21年２月１日現在）

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan/pdf/tikusan_09.pdf

牛乳生産費（平成20年度）（牛乳の生産コスト）

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_tikusan/pdf/seisanhi_gyunyu_09.pdf

小売物価統計（毎月）（牛乳乳製品の小売価格）

http://www.stat.go.jp/data/kouri/index.htm

問い合わせ先

◎本統計調査結果について

農林水産省 大臣官房統計部

生産流通消費統計課 消費統計室

食品産業動向班

電 話：03-3591-0783

◎農林水産統計全般について

農林水産省 大臣官房統計部

統計企画課 広報普及班

電 話：03-6744-2037
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